
令和７年11月20日に開催された「令和7年度第4回水道事業及び

簡易水道事業並びに工業用水道事業運営委員会」において配布さ

れた資料をそのまま公開しています。

本資料に記載されている水道料金改定率や料金表は、議事の中で

修正提案がなされており、最終の「意見書」の内容とは異なる点が

ありますので、ご留意ください。
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1. 水道料金の仕組み



霧島市
Kirishima city１．水道料金の仕組み

① 検針からお支払いまで

4

② 改定前の料金表

・ 毎月2日から20日までの間に、月に１度、検針にお伺いしています。

・ 検針票には、お客さまの水道メーターの口径や、その月の使用水量が記されています。

・ 霧島市では平成22年度から令和7年度（現在）まで、同じ料金表を用いています。

・ 基本料金はメーター口径ごとに、従量料金は使用水量ごとに、それぞれ定められています。



霧島市
Kirishima city１．水道料金の仕組み ① 検針からお支払いまで
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毎月2日から20日までの間に、月に１度、検針にお伺いしています。

10月 11月 12月 1月

2日～20日の間 2日～20日の間

2日～4日頃 ２５日 10日31日

前回検針日 今回検針日

今回検針される1か月分の水量

納入通知書
の 発 送

口 座
振替日

支払い
期限日

口 座 の
再振替日

899-4394

霧島市国分中央三丁目４５番１号

霧島 花子
様

水道料金

令和7    12    3

(例)1,100㎥ (例)1,1２８㎥

(例)２８㎥
検針票
を投函



霧島市
Kirishima city（参考） 検針票の読み方
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検針票には、口径や使用水量などを掲載しております。

① メーターの口径

取り付けている水道メーターの大きさです。

(例) 霧島花子さんの場合は、口径13mmのメーターを使用しています。

①

②

mm
13 20 25 30 40 50 75 100 150 200

水道メーター写真 © 愛知時計電機株式会社 https://www.aichitokei.co.jp/② 使用水量

使用水量は、前回の検針日から今回の検針日までに使用した水量です。

（例） 霧島花子さんの場合は、

1,128㎥ － 1,100㎥ ＝ 28㎥ の水量を使用しています。



霧島市
Kirishima city１．水道料金の仕組み ② 改定前の水道料金
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霧島市では平成22年度から令和7年度（現在）まで、同じ料金表を用いています。

基本料金（現行・改定前）

口径
mm

13 20 25 30 40 50 75 100 150 200

基本料金
円

490 890 1,300 1,920 3,260 5,400 12,100 21,510 50,030 97,120

• 「基本料金」は、口径ごとに決められています。

• 「従量料金」は、使用水量により、三段階に分かれています。

• 基本料金と従量料金を足して、消費税を加算して、水道料金を算出しています。

従量料金（現行・改定前）

使用水量
1㎥から10㎥まで 11㎥から30㎥まで 30㎥を超える部分

従量料金（1㎥につき）
円

85 105 110

（税抜き）

（税抜き）

基 本 料 金

従 量 料 金

使 用 水 量

水

道

料

金



霧島市
Kirishima city（参考） 水道料金の計算例
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①

②

③

基本料金（現行・改定前）

口径
mm

13 20 25 30 40 50 75 100 150 200

基本料金
円

490 890 1,300 1,920 3,260 5,400 12,100 21,510 50,030 97,120

従量料金（現行・改定前）

使用水量
1㎥から10㎥までの部分 11㎥から30㎥までの部分 30㎥を超える部分

従量料金（1㎥につき）
円

85 105 110

口径 13mm 使用水量 28㎥ の場合の水道料金を計算します。

【例】
基本料金 ＝ 490円
従量料金「1㎥から10㎥までの部分」 ＝ 85円/㎥ × １０㎥ ＝ 850円
従量料金「11㎥から30㎥までの部分」＝105円/㎥ × 18㎥ ＝ 1,890円

（税抜き）

（税抜き）
① → 口径 13 mm

② → 使用水量 28 ㎥

合計 490円＋850円＋1,890円＝3,230円（税抜き） → 3,553円（税込み）

③ と一致します。



霧島市
Kirishima city（参考） 水道料金早見表
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霧島市ホームページに「水道料金早見表」を掲載しています。

• 口径と使用水量が分かれば、一目で水道料金が分かります。

▲水道料金早見表▲
（霧島市ホームページ）

【例】
口径13mm
使用水量28㎥の場合

→ 13mmの列
28㎥ の行を確認

→ 3,553円（税込み）



霧島市
Kirishima city（参考） 口径別 契約件数の推移（13㎜/20㎜）
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契約者数の 9７% は 13㎜ または 20㎜ のお客さまです。

• 基本料金収入では 89% を占めています。

38,078 38,278 38,605 38,815 38,972 39,134 39,611 39,911 39,975 40,077 39,236 38,989 38,742 38,496 

18,594 18,814 18,957 19,150 19,349 19,569 19,872 20,167 20,430 20,713 19,893 19,768 19,643 19,518 

1,469 1,479 1,489 1,501 1,522 1,525 1,532 1,534 1,543 1,548 1,516 1,507 1,498 1,488 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

13mm 20mm 25mm以上(合計)

契約件数(件) これまでの実績 これからの見込み

基本料金



687 686 681 680 687 680 681 681 684 691 674 670 666 662 

45 46 47 49 51 54 53 55 55 54 53 53 53 52 

505 513 523 533 543 552 557 556 560 560 550 546 543 540 

171 174 176 177 179 177 179 178 181 180 177 176 174 173 

53 53 53 53 53 53 53 54 55 54 53 53 53 52 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0
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700

800

H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

25mm 30mm 40mm 50mm 75mm 100mm以上

霧島市
Kirishima city（参考） 口径別 契約件数の推移（25㎜以上）
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契約者数の 3% は 25㎜ 以上のお客さまです。

• 基本料金収入では 11% を占めています。

契約件数(件) これまでの実績 これからの見込み

基本料金



538 541 543 545 547 552 556 559 559 559
531 528 524 521

458 462 460 458 456
473 469 460 452 446 438 436 433 430

479 480 487 494
479 469

492 489 484 481
460 457 454 452

0

100

200

300

400

500

600

H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

1～10㎥ 11～30㎥ 31㎥～

霧島市
Kirishima city（参考） 水量区分別 使用水量の推移
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全ての区分で、満遍なくご使用いただいています。

• 従量料金収入では「1～10㎥」が32％、「11～30㎥」が32％、「31㎥～」が36%です。

使用水量(万トン） これまでの実績 これからの見込み

新型コロナウイルスの流行

従量料金

1～10㎥ : 全てのお客様が使用
する水量区分。
31㎥～：主として事業用に使用
する水量区分。



霧島市
Kirishima city
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2. 水道料金の見直し



霧島市
Kirishima city2. 水道料金の見直し
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① 前回の振り返り

② 総括原価の確定

③ 改定後の料金表

• 料金算定期間（令和8～11年度）の総括原価を検討しました。

• 経営努力策として「新たな収入確保対策・支出削減対策」の案を共有しました。

• 「新たな収入確保対策・支出削減対策」に基づく効率化目標額をお示しします。

• 効率化目標額を反映した、料金算定期間（令和8～11年度）中の総括原価と平均改定率をお示しします。

• 総括原価を、基本料金と従量料金にどのように振り分けるかをご説明します。

• 改定後の料金表をお示しします。



霧島市
Kirishima city2. 水道料金の見直し ① 前回の振り返り(1/2)
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前回資料(再共有) : 料金算定期間※（令和8～11年度）の総括原価を検討しました。

• 総括原価は、営業費用と資本費用の合計です。総括原価と料金収入が釣り合うように水道料金を設定します。

営業
費用

資本
費用

総括
原価

料金
収入

（施設更新のための費用）

（事業報酬）

（水を届ける費用）

（総原価）

図 : 「水道料金改定業務の手引き」（公益社団法人日本水道協会）より本市作成

63.2億円 ３１．４億円

９４．６億円９４．６億円

• 減価償却費
• 人件費・委託料
• 動力費 ほか

• 資産維持費
• 支払利息

具体的な料金体系は
次回の委員会で協議します。

→ 今回協議します。

用語の説明 : 料金算定期間
水道料金を見直すために区切る期間で、
原則として3年から5年を基準とします。
今回の料金算定期間は4年間
（令和8～11年度）としています。

① ②

③



霧島市
Kirishima city2. 水道料金の見直し ① 前回の振り返り(2/2)
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• 水道料金の低廉化を図るため、経営効率化に向けた最大限の努力を行います。

• 料金算定期間（令和8～11年度）に実行可能な経営努力策として、 「新たな収入確保対策・
支出削減対策」を策定します。 → 令和7年11月に策定しました。

• 「新たな収入確保対策・支出削減対策」に基づく効率化目標額を、総括原価（営業費用と資本費用）
に反映し、次回の委員会でお示しします。 → 今回お示しします。

反映

前回資料(再共有) : 「新たな収入確保対策・支出削減対策」を策定します。



霧島市
Kirishima city(参考) 前回の委員会での主な質疑・意見
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委員からの質疑・意見 事務局の回答

（水道事業と簡易水道事業の統合について）引き続き調査・確認
を進め、 メリットが大きい場合は積極的に検討してほしい。

-

減価償却と内部留保の関係について、減価償却による内部留保
に加え、資産維持のための追加内部留保（資本費用）も必要と
いう理解でよいか。

そのとおりである。減価償却で内部留保は形成されるが、物
価上昇、 耐震性確保、 機能向上の必要により更新費が増大
している。施設の更新費用を賄うため、資本費用として対象
資産額の3％相当の資産維持費をお願いする提案である。

将来予想される人件費の高騰についても想定しておいたほうが
よい。

-

霧島市は湧水が豊富であり、企業誘致や移住促進に活用できる
強みである。 PR のための具体的施策を、新たな収入拡大策と
して検討してはどうか。

収入拡大策の具体化に向け、他部局とも連携して検討する。

水源涵養林への企業スポンサード（ネーミングライツ等）で資金
を得る事例がある。事例研究をしてはどうか。

-

霧島の「おいしい水」のブランド力を活かし、ネーミングライツや
広告と連動した取り組みの検討をしてはどうか。

-

4年後にも水道料金を再検討する方針は、市民に周知したほう
がよい。

そのように広報を行っていく。



霧島市
Kirishima city(参考) 「収入確保及び支出削減の取組方針」の策定
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収入確保及び支出削減の取組方針
令和７年11月

霧島市上下水道部
１ 目的

これからの上・下水道事業は、人口減少をはじめとする人口構造や社会構造の変化に加え、料金・使用料収入の減
少、施設・設備の老朽化に伴う更新需要の増大、さらには近年各地で発生している地震などの自然災害への対応が
求められています。

このような状況においても、安心・安全なサービス水準を維持しつつ、健全かつ安定的な事業運営を持続していく
ためには、新たな収入の確保及び支出の削減に取り組む必要があります。

以上を踏まえ、本方針を上・下水道事業における収入確保及び支出削減の取組方針として定めるものです。
なお、収入確保及び支出削減に関する具体的な取組については、従来の枠組みにとらわれない柔軟な発想で推進

し、実施の可能性や効果を十分に検討したうえで、順次実行します。

２ 具体的な取組内容（抜粋）
（１）新たな収入確保対策

②広告活用による収入確保
●水源涵養林のネーミングライツの導入

⑤霧島の「おいしい水」のブランド力を生かした収入確保
●市長部局と連携した企業誘致や移住促進の取組



霧島市
Kirishima city2. 水道料金の見直し ② 総括原価の確定
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料金算定期間（令和8～11年度）中の総括原価を 93億7,557万6千円 と積算しました。

費用 （前回提示額）
効率化目標額

の反映額
総括原価

営業費用

維持管理費

原浄水部門費 780,382 0 780,382 

配給水部門費 1,362,665 0 1,362,665 

一般管理
業務部門費

検針・集金関係費 610,385 0 610,385 

量水器関係費 184,523 0 184,523 

その他管理業務費 473,405 -1,336 472,069 

小計 1,268,313 -1,336 1,266,977 

計 3,411,360 -1,336 3,410,024 

減価償却費 3,364,022 0 3,364,022 

資産減耗費 133,997 0 133,997 

合計 6,909,379 -1,336 6,908,043 

資本費用

支払利息 350,976 -63,541 287,435 

資産維持費 2,792,120 0 2,792,120 

合計 3,143,096 -63,541 3,079,555 

控除項目（給水収益以外の収益） -589,327 -22,695 -612,022 

総計 9,463,148 -87,572 9,375,576 

（単位：千円）

① ② ③



霧島市
Kirishima city（参考） 前回からの修正内容
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「収入確保及び支出削減の取組方針」を策定し、効率化目標額を定めました。

• 総括原価を 8,757万2千円 削減 し、水道料金の低廉化に努めました。

営業
費用

資本
費用

総括
原価

料金
収入

（施設更新のための費用）

（事業報酬）

（水を届ける費用）

（総原価）

図 : 「水道料金改定業務の手引き」（公益社団法人日本水道協会）より本市作成

63.2億円 ３１．４億円

９４.6億円
３0.8億円63.0億円

93.8億円

▲8,757万2千円

• 減価償却費
• 人件費・委託料
• 動力費 ほか

• 資産維持費
• 支払利息

① ②

③



霧島市
Kirishima city(参考) 効率化目標額の内訳と主な取組
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• 新たな収入確保対策による効率化目標額

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 計

739万３千円 600万7千円 407万9千円 521万6千円 2,269万5千円

主な取組

不要な土地等の売却、公用車広告の更なる活用、水源涵養林のネーミングライツ導入、企業版ふるさと納税の活用、定期預金の更な

る活用、活用可能な補助金等の継続的調査、証明書発行手数料の見直し

• 支出削減対策による効率化目標額

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 計

1,357万1千円 1,537万5千円 1,684万4千円 1,908万７千円 6,487万7千円

主な取組

公金振込手数料の縮減（支払件数の削減、指定金融機関口座の指定 同一債権者に対しての同一日でのまとめ払い（名寄せ）、支払日

の集約等）、固定経費の見直し（消火器の一括購入、ペーパーレス化の推進）、企業債支払利息の縮減（借入金利方式の見直し（固定金利

方式→利率見直し方式）、償還方法の見直し（元利均等方式→元金均等方式））

※うち営業費用の削減額 : 2,269万５千円

※うち営業費用の削減額 : 133万６千円

※うち資本費用の削減額 : 6,354万1千円

①

②



霧島市
Kirishima city(参考) 平均改定率
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水道料金の平均改定率は 23.3％ と積算しました。

今回提示

（効率化目標額反映後）

（参考）霧島市新水道ビ

ジョン（改定版）掲載

算定期間 令和8～11年度 令和8～11年度

総括原価（うち営業費用） ６２億9,602万1千円 62億600万6千円

総括原価（うち資本費用） 30億7,955万5千円 32億832万9千円

総括原価（合計） ９３億7,557万6千円 94億1,433万5千円

改定後供給単価 165.53円/㎥ 166.21円/㎥

改定前供給単価※ 134.20円/㎥ 133.39円/㎥

平均改定率 23.3％ ２４.6％

※ 「今回提示額」の改定前供給単価は、水道料金の改定を行わない場合の令和8～11年度の積算額（）
「（参考）霧島市新水道ビジョン（改定版）掲載額」の改定前供給単価は、策定時点の直近（令和5年度）の決算値による。

①

②

③



霧島市
Kirishima city2. 水道料金の見直し ③ 改定後の料金表
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基本料金(改定前・改定後）

口径
mm

13 20 25 30 40 50

基本料金

改定前

改定後

円

490

620

890

１,150

1,300

1,670

1,920

2,470

3,260

4,210

5,400

6,880

従量料金（改定前・改定後）

使用水量 1㎥から10㎥まで 11㎥から30㎥まで 30㎥を超える部分

従量料金（1㎥につき）

改定前

改定後

円

85

103

105

128

110

134

（税抜き）

（税抜き）

200

97,120

121,150

75 100 150

12,100

15,760

21,510

28,290

50,030

67,090
① ② ③

④ ⑤ ⑥
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総括原価

25億3,795万9千円 68億3,262万7千円

93億7,557万6千円

注 : 基本料金と従量料金の合計金額（93億7,158万6千円）は、料金体系が1円単位のため、総括原価と一致しない。

基本料金 従量料金

使用水量に応じて生じる原価

（動力費、薬品費）

使用水量に関係なく生じる原価

（検針・集金費、水道メーター費）

水道施設の維持に必要な原価

（固定費）

8億1,533万6千円 6億3,329万1千円79億2,694万9千円
（施設利用率※で配分)

（※用語） 施設利用率
配水能力に対する配水量(平均)の割合



区分 考え方

検針・集金費 すべてのお客さまに、均等に配分しています。

水道メーター費 水道メーターの購入価格に応じて、口径別に配分しています。

基本料金に振り分けた固定費
(固定費の21.55%）

水を使うことができる能力（＝口径の大きさ）に応じて、口径別に配分しています。

霧島市
Kirishima city（参考） 料金表改定の考え方 – 基本料金
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基本料金(改定前・改定後）

口径
mm

13 20 25 30 40 50

基本料金

改定前

改定後

円

490

620

890

１,150

1,300

1,670

1,920

2,470

3,260

4,210

5,400

6,880

（税抜き）

200

97,120

121,150

75 100 150

12,100

15,760

21,510

28,290

50,030

67,090

常に利用しているわけではないが、必要なときにいつでも水を
供給できるよう備えておくための部分

21.55%



区分 考え方

動力費 原則として、1㎥あたり均等に配分することとされています（水道料金算定要領）。

本市では、平成２２年度以降、生活用水に対する配慮等から、従量料金について

逓増制※（ １㎥～１０㎥ / １１㎥～３０㎥ / ３0㎥を超える部分 ）を採用しています。

今回の改定でも、引き続き「逓増制」を採用することとしています。（逓増度は維持）

薬品費

従量料金に振り分けた固定費
(固定費の78.45%）

霧島市
Kirishima city（参考） 料金表改定の考え方 – 従量料金
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78.45%

従量料金（改定前・改定後）

使用水量
1㎥から
10㎥まで

11㎥から
30㎥まで

30㎥を
超える部分

従量料金（1㎥につき）

改定前

改定後

円

85

103

105

128

110

134

（税抜き）

（※用語） 逓増制（ていぞうせい）
使用水量が多くなるほど料金が段階的に高く
なる仕組みのこと。
改定後の逓増度 ＝ 134 ÷ 103 ≒ 1.30倍
改定前の逓増度 ＝ 110 ÷ 85 ≒ 1.29倍

常に利用しており、実際に水を供給するために稼働している部分。

② ①

③
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• 逓増度（ていぞうど）は、従量料金の「最高単価」を「最低単価」で割った値です。

※令和７年11月現在

逓増度が高いほど、

生活用水と事業用水の

料金差が大きくなります。

従量料金

①
②

③
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説明 金額・割合

改定前の水道料金 1,474円

改定後の水道料金 1,815円

改定による差額 341円

料金改定率 23.1％

口径13mm・水量10㎥の場合

説明 金額・割合

改定前の水道料金 3,069円

改定後の水道料金 3,806円

改定による差額 737円

料金改定率 24.0％

口径20mm・水量20㎥の場合

説明 金額・割合

改定前の水道料金 133,925円

改定後の水道料金 164,263円

改定による差額 30,338円

料金改定率 22.7％

口径75mm・水量1,000㎥の場合

（目安） １～2人世帯 （目安） 3～4人世帯 （目安） 工場・病院・宿泊業など

• 「水道料金算定要領」に基づきながら、多くのお客さまがなるべく均等な改定率になるよう調整しました。

（平均改定率：23.3％）

① ② ③

（全国平均［令和6年度］：1,623.7円）
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基本料金(改定前・改定後）

口径
mm

13 20 25 30 40 50

基本料金
改定前

改定後

円
490

620

890

１,150

1,300

1,670

1,920

2,470

3,260

4,210

5,400

6,880

（税抜き）

200

97,120

121,150

75 100 150

12,100

15,760

21,510

28,290

50,030

67,090

従量料金（改定前・改定後）

使用水量
1㎥から
10㎥まで

11㎥から
30㎥まで

30㎥を
超える部分

従量料金（1㎥につき）
改定前

改定後

円
85

103

105

128

110

134

（税抜き）

項目 金額、単価、改定率など

総括原価（合計） ９３億7,557万6千円 （経営努力分 8,757万2千円 を削減）

改定後供給単価 165.53円/㎥

平均改定率 23.3％

総括原価

平均改定率

（税抜き）

26.5% 29.2% 28.5% 28.6% 29.1% 27.4% 30.2% 31.5% 34.1% 24.7%

2１.2% 21.9% 21.8%
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3. 水道利用者への広報・広聴のあり方
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水道料金を改定する場合には、水道使用者様に対して次の方法等により、丁寧に説
明を行います。

１ 周知方法

市ホームページ、広報きりしま、公式Ⅹ、公式フェイスブック、チラシ（または検針票）、FMきりしま

※ 公式ⅩやFaceBook、チラシ（または検針票）は、水道料金が改定されることを簡潔に分かりやすく作成し、

ＱＲコードで市ホームページへ誘導

自治体名（事業会計名／料金改定） 広報媒体
霧島市（下水道／令和５年４月） 市ホームページ、広報誌、チラシ（回覧板で配付）、FMきりしま
鹿屋市（下水道／令和６年５月） 市ホームページ、広報誌、チラシ（使用者へ郵送）
鹿屋市（下水道／令和７年５月） 市ホームページ、広報誌、チラシ（検針時に配付）
出水市（水道／令和６年10月） 市ホームページ、広報誌、公式LINE、検針票
日置市（水道／令和５年４月） 市ホームページ、広報誌、公民館長会議
垂水市（水道／令和７年４月） 市ホームページ、広報誌、チラシ（回覧板で配付）
都城市（水道／令和８年４月） 市ホームページ、広報誌、公式SNS、検針票、ラジオ、ケーブルテレビ

（参考）近年の各事業体の周知方法について
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2 広報の内容

改定の必要性（耐震化や老朽対策の必要性、独立採算制、持続可能な経営基盤の確立など）／改定後の料金体

系／一般家庭への影響額／経営状況／事業計画及び財政計画／新たな収入確保対策及び支出削減対策とその

効果額／など

３ 周知の期間

半年程度の期間を確保

4 その他

今後とも、水道事業のＰＲや経営状況などについて、積極的に公開してまいります。


